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子ども・若者等からの意見聴取の概要 

１．子ども・若者等からの意見聴取 

「こども基本法」第十一条では，地方公共団体がこども施策を策定し，実施し，及び評価するに当

たり，こども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ず

ることを求めています。また，「調布市子ども条例」第二十一条でも，子どもとその家庭への支援の

あり方について広く意見を聴取し，市民の意見を施策に反映するよう努めることとされています。 

国内先進事例の調査や有識者ヒアリング等の各種調査研究結果を受け，今回公表された報告書案

において以下のように整理されています。 

 

 

（１） 「こども基本法」第十一条の概要（地方公共団体に求められること） 

   ・地方公共団体は，こども施策の策定・実施・評価するに当たり，こどもや子育て当事者等の意

見を聴取して反映させるために必要な措置を講ずるものとする 

   ・具体的な措置，意見聴取の頻度等は，個々の施策の目的等に応じて様々であり，地方公共団体の

長等は，当該施策の目的等を踏まえ，こどもの年齢や発達の段階，実現可能性等を考慮しつつ，こ

どもの最善の利益を実現する観点から，施策への反映について判断 

   ・聴取した意見が施策に反映されたかどうかについて，こどもにフィードバックすることや広く社

会に発信していくことが望ましい 

 

 

 

（２） 意見聴取から政策への反映までの考え方やポイント 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

フィードバック 意見反映 意見聴取 テーマ設定と 
事前の準備 

こども・若者に関連
する幅広い施策におい
て意見を聴くことに加
え、こどもや若者がテ
ーマを設定する機会を
確保する。テーマにつ
いて十分に意見表明で
きるよう、事前の情報
提供や学習機会の確保
が求められる。 

多様なこども・若者
がそれぞれの状況や特
性に応じて意見を表明
できるよう、様々な手
法や機会を組み合わせ
て実施すること、聴く
側の姿勢や体制の整備
を含む安心・安全な環
境の確保が重要であ
る。 

こどもや若者の意見
聴取を政策決定プロセ
スに組み込み、聴いた
意見を重要な情報とし
て扱う。聴かれた意見
は正当に考慮し、こど
もの最善の利益を実現
する観点で検討・判断
する。 

こどもや若者の意見
がどのように扱われ、
どのような結果となっ
たのか、こども・若者に
分かりやすく伝えると
ともに、そのプロセス
を社会全体に発信す
る。 
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（３）子ども・若者等からの意見聴取の手法（例） 

「こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関する検討委員会」では，

意見聴取の手法として，次のような手法を例示しています。 

 

 

 
※ こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関する検討委員会 

「調査研究報告書」204～205 ページ 

 

 

２．調布市の子ども・若者等からの意見聴取検討のポイント 

子ども・若者等からの意見聴取の検討にあたっては，以下のポイントを踏まえた検討をしていきま

す。 

 

 参画する子ども・若者等の選定 

 意見聴取や参画の具体的な手法について 

 意見形成の機会確保にあたって工夫すべきこと 

 子ども・若者等の意見聴取が求められる政策かどうか 

 声をあげにくい子ども・若者等から意見を聴く工夫や配慮事項 

 聴いた意見の政策への反映の検討 

 

インターネットでの 

アンケート調査 

SNSのチャット機能 

での意見交換 

オンラインでの 

意見交換 

対面での意見交換 

 

学校や児童館等の 

こどもの活動場所での 

意見交換 

児童館等の 

こどもの居場所を 

通じたアンケート調査 

審議会・懇談会等への 

こども・若者の参加 

こども・若者対象のパ

ブリックコメント 



子ども政策課での検討例

意見聴取手法例 テーマ，意見聴取例 施策等への意見反映例 実施可能時期 対象例

ワークショップ（3回程度実施）

・どうしたら自分の意見や思いについて，自由に言えるようにな

ると思うか（子ども・若者が市政に気軽に想いや考えを伝えるに

はどんな仕組みがあるといいか，どんなことを市にしてほしい

か）

・子どもの権利が守られるためにどんな仕組みがあればいいか

（どんなことを市にしてほしいか）

・休日や放課後の居場所（国の居場所指針を受けて，どんなとこ

ろが居場所となるか，どんな遊びができる場所、だれと過ごした

いか、いつ過ごしたいか（どこで，だれと，どのように）など）

・計画の基本理念

※調布市子ども条例が目指す基本理念とは別に子どもたちが考え

る市町村こども計画の基本理念

・電話やSNS，メールなどで相談窓口の設置

・子どもの意見表明の機会　意見発表会の検討（子ども会議

や子ども委員会，子どもオンブズマンなど）

・子どもの権利の周知啓発リーフレット作成，毎年の周知，

貸与タブレットでの周知，子どもの権利月間の設定など

・居場所の定義，居場所づくりの検討

・調布っ子すこやかプランの子ども・若者からの意見聴取に

よる基本理念を計画に掲載など

R6年の春休み・夏休み期間など 小・中・高・大など

アンケート（ニーズ調査）

子ども・子育て支援に関するニーズ調査 ・子ども・子育て支援事業計画，次世代等に集計結果の反映 R5年12月22日～R6年1月12日に実

施予定

就学前・小学生

委員会審議会等への参画

子ども・子育て会議への大学生市民委員の委嘱 ・会議での意見を計画や施策に意見反映 R5年4月から実施済み 大学生

子ども・若者向けのパブコメ
子ども・若者向けのパブコメ

※子ども向けの概要素案作成の必要

・計画に意見反映 R6年11月ごろ 未就学児保護者・小・中・高・大など

パブコメ

通常のパブコメ ・計画に意見反映 R6年11月ごろ 一般市民

ヒアリング，懇談

活動の内容，困っていること，市に臨むこと（今ある施策の拡充

や新しい取り組みなど）

・施策・計画に反映 内容や対象が決まれば随時 児童養護施設，フォスタリング，子ども食堂，

子育て活動助成団体，プレセン，まんまるなど

＋職員や団体を通じて利用者や子どもに

その他：

・テーマを決めて市報・市HPで募集

・LINEによる意見募集箱

・意見聴取・反映したい内容があれば，小・

中学校に協力してもらい，アンケートやグ

ループワークなど

子ども・若者等からの意見聴取・意見反映検討（子ども・子育て会議出席課）
調布市子ども・子育て会議
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児童青少年課での検討例

意見聴取手法例 テーマ，意見聴取例 施策等への意見反映例 実施可能時期 対象例

利用者ヒアリング

子ども・若者総合支援事業「ここあ」の居場所事業におけるやり

たいことなど

・スポーツの実施（バドミントン，卓球，サッカー）

・利用者の得意なことを活かした教室の実施（レジン制作，

絵画教室，筋トレ教室）

・利用者が居場所スペースに欲しい物（ゲームソフトなど）

の購入

月１で利用者会議を実施 子ども・若者総合支援事業「ここあ」の居場所

事業利用者

アンケート（ニーズ調査）

子ども・若者支援に関するニーズ調査 ・子ども・若者計画に反映 R5年12月22日～R6年1月12日に実

施予定

中高，高卒～39歳以下

子どもたちのやりたいことアンケート

児童館において，模造紙を掲示し，そこに子どもたちのやりたい

ことを書いてもらう。

・児童館まつり等の事業に反映させる。

・児童館使用のルールに反映させる。

冬休みから実施予定 児童館利用者

子どもたちのやりたいことアンケート

児童館において，模造紙を掲示し，そこに乳幼児の保護者にやり

たいことを書いてもらう。

・子育てひろば事業に反映させる。 冬休みから実施予定 児童館利用乳幼児及び保護者

あそビバのやりたい遊びアンケート

あそビバでやりたいあそびについて，あそビバのニュースにQR

コードを付けて，ｗｅｂで保護者を通じて回答してもらい，児童

の意見を聞く。

・あそビバ事業に反映させる。 R6.1～３月位実施予定 あそビバ利用児童（学区域居住の小学生）

あそビバアンケート

学校で児童にアンケート用紙を配り，利用状況，満足度，入退室

管理システムについて，あそビバ以外での過ごし方，利用延長に

ついてlogo-homeで保護者を通じて児童の意見を聞く。

・あそビバ事業に反映させる。 R6.1～２月位実施予定 あそビバ利用児童（学区域居住の小学生）

学童クラブ利用者アンケート

学童クラブに在籍する児童にアンケートを配って，満足度，利用

時期，メール配信システム，学童クラブを選択した理由について

logo-homeで保護者を通じて児童の意見を聞く。

・学童クラブ事業，システム改善などに反映させる。 R6.1～２月位実施予定 学童クラブ利用者

あそビバ投票箱

あそビバに読みたい本や漫画についての投票箱を設け，紙に記入

して投票してもらう。

・本の購入や，図書館の除籍本を譲り受けたり，貸し出しを

うけたりして手配する。

R７位実施予定 あそビバ利用児童（学区域居住の小学生）

子ども家庭課での検討例

意見聴取手法例 テーマ，意見聴取例 施策等への意見反映例 実施可能時期 対象例

関係機関・利用者懇談等

子どもの学習支援に関するニーズ調査 ・聴取した内容に基づく検討・改善など 受験終了後の３月ごろ実施可能 子ども・若者総合支援事業「ここあ」の利用者

等

アンケート

ひとり親アンケートなど

ひとり親世帯に対する経済事情，養育費，困っていること，事業

の認知度等の調査

・施策・計画に反映 現況届提出の８月ごろ実施可能 ひとり親家庭等医療費助成制度，児童扶養手

当，児童育成手当の対象世帯等
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保育課での検討例

意見聴取手法例 テーマ，意見聴取例 施策等への意見反映例 実施可能時期 対象例

関係機関・利用者懇談等

保育園等の運営について

民間施設長会，幼稚園園長会等

施設運営および支援に反映 随時 一時預かり施設，病児保育，定期利用保育，幼

稚園，保育所，その利用者など

ヒアリング

保育園協会，幼稚園協会等からの要望やヒア

リングなど

保育園等の運営について

民間施設長会要望書，幼稚園協会要望書等

施設運営および支援に反映 随時 一時預かり施設，病児保育，定期利用保育，幼

稚園，保育所，その利用者など

アンケート

保育園等へのアンケートなど

第三者評価 施設運営に反映 随時 保育所利用者など

健康推進課での検討例

意見聴取手法例 テーマ，意見聴取例 施策等への意見反映例 実施可能時期 対象例

面談，訪問時のヒアリング

ゆりかご，赤ちゃん訪問，オンライン相談な

ど

・日常生活を通じて，こういった環境やサービスがあるといいか

・妊娠期・各参加の年齢の保護者の必要と感じるサポート，悩

み，困りごと

・既存の支援や事業の改善や拡充の検討 ・随時(集中的に意見を集めるの

であれば，妊婦だと「ゆりかご面

接」，出産後は「赤ちゃん訪問」

がいいが，「赤ちゃん訪問」は時

間の制約があるため，ヒアリング

よりもアンケートの方がいいか

も。

妊婦，パートナー，未就学児保護者など

交流会，講座，教室参加時のヒアリング，参

加者へのアンケート

・多胎児を育てる上で困りごと，あるといいな話

・妊娠期・各参加の年齢の保護者の必要と感じるサポート，悩

み，困りごと

・子どもたち自身が身体や健康について知りたいと思っているこ

と

・既存の支援や事業の改善や拡充の検討 ・教室開催時（ふたごみつご：年

５回／スキンケア・アレルギー教

室：隔月/もぐもぐ・ママパパ毎

月）

・夏休みの学童クラブ出前講座，

食育マイスター講座

・多胎児を養育する家族

・妊婦とそのパートナー

・乳児家庭の養育者

・学童クラブ利用児童，マイスター参加児童，

保護者

アンケート

妊娠8か月アンケート(妊娠後期アンケー

ト)，ファーストバースデーサポートなど

・妊娠期・各参加の年齢の保護者の必要と感じるサポート，悩

み，困りごと

・既存の支援や事業の改善や拡充の検討 随時 妊婦，，未就学児保護者
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